
令和7年11月12日

公益社団法人 日本医師会

財務省財政制度等審議会における

「社会保障②」等の議論について

定例記者会見



こういう考え方も一部にあるが

国民皆保険制度について

大きなリスクは共助中心、
小さなリスクは自助中心

1

必要かつ適切な医療は
保険診療により確保

（出所） 厚生労働大臣、規制改革担当大臣による「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」（平成16年12月15日）、
財務省財政制度等審議会財政制度分科会 資料「持続可能な社会保障制度の構築（財政各論Ⅱ）」（令和7年4月23日）21頁を基に作成

財務省等の考え方

日本医師会の考え方

公的保険の考え方 民間保険の考え方

医療は現金給付ではなく、現物給付である
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1,000～1,500

*中医協総会（2023年11月29日）「【参考】前回ご指摘いただいた資料について

（第24回医療経済実態調査）」から作成

診療所の院長給与（医療法人）
・財務省は令和４年度の院長給与の平均値（2,653万円）を示しているが、実際には中央値でみると2,160万円と平均
値よりも約500万円低く、さらに最頻値は1000万円～1500万円であり平均値の半分程度であった。分布に偏りがあ
ることを踏まえ、実態を正確に把握するためには、平均値ではなく中央値と最頻値を重視するべきである。

・院長は、診療だけでなく経営上の全責任を負っており、仮に経営が困窮した場合には、連帯保証人として個人財産
を投入してでも返済に対応する責任がある。特に小規模の医療機関では、院長は、医療安全の確保から、人材の確
保、人事・労務、福利厚生、広報、設備の修繕・更新にいたるまで、院内のあらゆることに対応している。
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一般診療所（医療法人） 院長の給与の分布

（令和4年度）

*中医協総会（2023年11月29日）「【参考】前回ご指摘いただいた資料について

（第24回医療経済実態調査）」から作成
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（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催）資料３「社会保障②」21頁に一部加筆<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251111/syaho.pdf>

財務省資料に
日本医師会が加筆

収益には、「今はなき」新型コロナウイルス感染症関連の補助金が含まれる。

そもそも財務省が示したデータは、インフレにより経
営が苦しくなる以前の診療報酬改定前のものであり、
現在の苦しい医療機関経営の実態を全く示していな
い。

個人診療所の院長の個人収益が約3.2千万円とあ
るが、個人経営においては、この中から所得税の支
払いを行い、借入れの返済を行い、建物や医療機器
等の固定資産の更新等を行う必要がある。従って、医
療法人の院長の給与と同列に比較することは全く不
適切である。



（出所） ※1 中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年度決算確報）」（令和7年7月30日）*中小企業実態基本調査に医療機関は入っていない、※2 厚生労働省 第120回社会保障審議会医
療部会（令和7年10月27日）資料２－２「医療法人の経営状況（R7.8月末時点速報版）」、※3 財務省「年次別法人企業統計調査（令和６年度）」（令和7年9月1日） 4
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法律事務所・
社会保険

労務士事務所・
獣医師等

日本医師会の主張

1. 無床診療所の経常利益率中央値は2.5％、最頻値は0.0～1.0％である

2. 地域医療を守る診療所については、廃業・倒産が頻回に起こることは望まし
いことではなく、一定の利益率がないと、安定的に存在していくことが不可
能になってしまう

3. 医療機関の経常利益率は学術研究・専門・技術サービス業と比較すべき

4. 年を追うごとに医療機関の経常利益率は悪化している
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有床診療所無床診療所病院経常利益率
604

( 14.8% )
8,357

( 19.2% )
1,275

( 22.7% )
N数

( N/医療法⼈⽴施設 )

5.2％9.2％1.6％平均値令和５年度
【R5.8.1~R6.3.31の

間に決算を迎えた
施設】

2.6％6.4％1.5％中央値

2.0〜3.0%0.0〜1.0%1.0〜2.0%最頻値

3.8%5.5%0.1%平均値令和６年度
【R6.4.1~R7.3.31の

間に決算を迎えた
施設】

※令和7年8⽉末収集時点の
速報値

1.2%2.5%0.0%中央値

1.0〜2.0%0.0〜1.0%0.0〜1.0%最頻値

医療法人 令和５年度・６年度における病院・診療所の経常利益率（二期連続）

※医療法人経営情報データベースシステム（MCDB）における、施設別の経営情報を医政局にて集計。
令和5年度と6年度の両年度でMCDBの提出のある病院・診療所が対象。

（出所）厚生労働省「第120回社会保障審議会医療部会」 （令和7年10月27日）資料より作成

WAM NET（福祉医療機構）で公表されたMCDBを活用した分析

厚生労働省資料



6
（出所）財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月5日開催）資料３「社会保障①」21頁に一部加筆<https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20251105/03.pdf>

注5）利益剰余金は、過年度における当期純利益の累積を意味し、
必ずしも現預金のみにより構成されるわけではない点に留意。

利益剰余金の多くは、建物や医療機器等の設備投資に
あてており、決して現金で積みあがっているわけではない。

さらには高額な修繕等にもあてられる。

財務省資料に
日本医師会が加筆


